
 社会福祉法人 八寿会  

介護職員初任者研修通信課程 
みやまえ通信講座 

           研修指定番号 S04201号 

◆研修期間 
令和 8年 4月 25 日～8月 8日           課題提出 4回 通学 15日間 

◆研修会場 

村岡宮前ローカルサイト 〒251-0014藤沢市宮前 380-1   

   JR藤沢駅より江ノ電バス 8番乗り場 教養センター行『村岡宮前』バス停下車すぐ 

◆受講料 

40,000円（テキスト代・消費税込） 

◆応募資格 

16歳以上の方。原則として全日程出席可能であること        

◆申込期間 

 令和 8 年 2月 25日 ～ 4月 15日(必着) 

◆定員  

12名（先着順） 

◆申込方法 

  受講申込書に必要事項をご記入の上、 

事務局まで郵便にてお送りいただくか、下記住所へご持参ください。 

申込書到着後、受講決定通知書および振込方法等についてご案内をお送りします。 

◆問合せ・受講申込書送付先 
 〒251-0013藤沢市小塚 370-1 

社会福祉法人 八寿会 研修事務局  

   TEL: 0466-52-2511     
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開始 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 

終了 17:20 16:35 16:10 17:10 17:10 15:35 16:35 17:40 17:10 17:40 17:10 17:45 16:35 16:35 16:00 
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◇受講料のお支払いについて 

  受講が決定された方には、受講決定通知書および受講料振込銀行口座を記載した書類を 

郵送しますので、期日までにお振込みをお願いします。分割払い可。ご相談ください。 

◇講義の免除について 

  介護経験者及び有資格者であっても、科目免除は行いません。 

◇欠席・遅刻・早退の取扱い 

  10分以上の遅刻・早退は欠席とします。 

  欠席の場合は補講を受講していただきます。 

補講は当法人で開講している別日程を受講いただくか、担当講師による個別受講となります。 

個別受講の場合、別途１時間1,500円を受講者の負担とします。 

◇解約条件・返金について 

  ○受講者からのキャンセル 

    開講日 10日前…受講料全額返金 

開講日 9日前から開講日まで…受講料半額返金 

    開講後の退校…受講料返金なし 

  ○応募者が定員に満たず、開講できなかった場合…受講料全額返金 

  ○受講態度不良等による退校処分の場合…受講料返金なし 

  ○習得度評価及び修了評価筆記試験最終評価試験基準以下の場合…受講料返金なし 

◇通信講座実施方法 

  「職務の理解」終了時に通信添削課題一式を配布致します。 

  提出期限を４回に分けて添削指導を行い、評価を加えて返却します。 

  添削の認定基準は高い順に A/B/C/Dの 4区分で評価を行い、C評価以上を合格とします。 

  基準以下の場合は、追加課題を課し再度評価を行います。 

◇研修終了の認定方法及び習得度評価方法について 

  ○技術演習における習得度評価 

   生活支援技術の項目について、各演習時間内で技術習得度の評価を行います。 

   チェックリストにより A～Dの 4区分で評価を行い、下記評価区分 A及び Bの場合、一定レベルに

達しているとみなします。 

   ＜評価区分＞ 

    A: 基本的な介護（介助）が的確にできる B: 基本的な介護（介助）が概ねできる 

    C: 技術が不十分            D: 全くできない 

  ○修了評価筆記試験（40問） 

   全科目修了時に１時間の筆記試験による修了評価を実施します。 

   次の認定基準により C以上の場合、評価基準を満たしたものとして認定します。 

   ＜認定基準＞ 

    A: 90点以上～ B: 80点～89点 C: 70点～79点以上 D: 70点未満 

※技術演習習得度評価・修了評価筆記試験が基準以下の場合 

   技術演習習得度評価および修了評価は、最大３回までとします。 

   最終評価の結果、技術演習習得度評価・修了評価のいずれかでも基準以下であった場合は、 

   未修了扱いとなります。 


